
船舶事故等調査報告書 

 

                                平成２２年９月９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年５月２１日 ０９時０１分ごろ 

発生場所 明石海峡航路 兵庫県淡路市江埼灯台から真方位０３８°１,８５０ｍ付

近（概位 北緯３４°３７.２′ 東経１３５°００.４′） 

事故等調査の経過  平成２２年６月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）

ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 翻
ほん

運
うん

丸、１１９トン 

   １３４７０８、正昇海運有限会社 

   ３０.２５ｍ×９.００ｍ×５.８０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２,９４２kＷ、平成７年３月１６日 

Ｂ 台船 ＪＦＥ
ジェイエフイー

 Ｎ
エヌ

２、約３,５５３トン 

   正昇海運有限会社 

   ９８.５０ｍ×２７.３０ｍ×３.８０ｍ、鋼 

   平成７年（建造） 

Ｃ モーターボート 金比
こんぴ

羅
ら

丸、３.７８トン 

   ２６０－１１１２６、個人所有 

   ９.５５ｍ(Lr)×２.３２ｍ×０.７８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１５４.４５kＷ、昭和５４年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ３４歳 

   二級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１４年１２月６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１９年８月２４日 

    免状有効期間満了日 平成２４年１２月５日 

Ｃ 船長 男性 ６６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 平成１５年９月１２日 

    免許証交付日 平成２０年６月２５日 

           （平成２５年９月１１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｃ なし 

 損傷 Ｂ 右舷船首部に 過傷 擦

Ｃ 左舷前部にき
．
裂 

事故等の経過  Ａ船は、Ｂ船と全長約１２０ｍの一体型押船列（以下「Ａ船押船列」と

いう。）を構成し、船長Ａほか６人が乗り組み、鋼材約２,０００トンを満
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載したＢ船を押して、阪神港大阪区に向け、視界制限状態となった明石海

峡航路を約１２.０ノット（kn）の速力で自動操舵により東進した。 

船長Ａは、長音１回の霧中信号を行いながら明石海峡航路を東進中、レ

ーダーを３海里（Ｍ）レンジとして使用し、エコートレイル機能によりＣ

船が北進していることを知り、Ｃ船が船尾方を通過すると思い、同じ速力

で航行した。 

船長Ａは、その後、大阪湾海上交通センターからＶＨＦにより、Ａ船押

船列の右前方から漁船が接近しているので注意するよう情報提供を受けた

ので、汽笛を手動吹鳴に切り換えて長音を鳴らし続け、右前方に向けて探

照灯を照射した。 

船長Ａは、汽笛や探照灯の照射により、注意喚起信号を行ったので、引

き続きＣ船がＡ船押船列の船尾方を通過してくれると思って航行中、平成

２２年５月２１日０９時０１分ごろ、江埼灯台から真方位０３８°１,８５

０ｍ付近において、Ｂ船の右舷船首部とＣ船の左舷前部とが衝突した。 

Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、兵庫県淡路島東岸沖の釣り場から同

県明石港に向けて約５.０knの速力で、明石海峡航路を北進した。 

船長Ｃは、Ｃ船にレーダーが設備されていなかったので、ＧＰＳプロッ

ターで船位を確認しながら、音響による信号を行わずに航行した。 

船長Ｃは、Ａ船押船列の汽笛信号に気付かずに明石海峡航路を横断中、

左舷正横至近にＡ船押船列を初めて視認し、機関を後進にかけたが、衝突

した。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風 なし、視程 約１００ｍ 

海象：海上 平穏、潮流 東流 約２.７kn 

特記事項：海上濃霧警報発表中 

 その他の事項  Ａ船は、本来の船長が休暇下船したため、船長Ａが臨時に船長職につい

た。 

船長Ａは、ＶＨＦにより海上濃霧警報が発表されたことを知った。  

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船押船列は、視界制限状態となった明石海峡航

路において、霧中信号を行いながら東進中、接近す

るＣ船をレーダーで探知したが、船長Ａが、汽笛の

吹鳴及び探照灯の照射により注意喚起信号を行っ

たので、Ｃ船がＡ船押船列の船尾方を通過してくれ

ると思い、針路及び速力を保持して航行し、Ｃ船と

衝突したものと考えられる。 

Ｃ船は、視界制限状態となった明石海峡航路を北

進中、船長Ｃが、適切な見張りを行わなかったこと

から、Ａ船押船列の汽笛信号に気付かなかったもの

と考えられる。 

船長Ｃは、Ｃ船にレーダー設備がなかったので、

ＧＰＳプロッターにより船位を確認しながら航行

していたものと考えられる。 

船長Ｃは、音響による信号を行わずに航行してい
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たものと考えられる。 

 船長Ｃが、霧のため視界制限状態となった際、航

行を継続したことが本事故の発生に関与した可能

性があると考えられる。 

原因 

 

 

 本事故は、霧のため視界制限状態となった明石海峡航路において、Ａ船

押船列が東進中、Ｃ船が北進中、Ａ船押船列がＣ船をレーダーで探知した

のちに、注意喚起信号を行ったことから、Ｃ船が船尾方を通過してくれる

と思い、針路及び速力を保持して航行し、また、Ｃ船が、適切な見張りを

行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。

 




